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通常業務と認定 
 奈良県立奈良病院（奈良市）の産婦人科医２人が、夜間や休日の当直は時間外の過重労働に当たり、

割増賃金を払わないのは労働基準法に違反するとして、県に２００４、０５年分の未払い賃金計約９２

００万円を請求した訴訟の判決が２２日、奈良地裁であった。 
 坂倉充信裁判長（一谷好文裁判長代読）は「当直で分娩(ぶんべん)など通常業務を行っている」と認

定し、県に割増賃金計１５４０万円の支払いを命じた。医師の勤務実態について違法性を指摘した初の

司法判断で、産科医らの勤務体系の見直しに影響を与えそうだ。 
 同病院産婦人科には当時、医師５人が所属していた。平日の通常勤務以外に夜間（午後５時１５分-
翌朝８時３０分）、休日（午前８時３０分-午後５時１５分）の当直があり、いずれも１人で担当。労基

法上では、待ち時間などが中心の当直は、通常勤務と区別され、割増賃金の対象外とされる。そのため、

県は１回２万円の手当だけ支給していた。 
 判決で、坂倉裁判長は、勤務実態について「原告らの当直は、約４分の１の時間が、外来救急患者の

処置や緊急手術などの通常業務」と認定。待ち時間が中心とは認められないとして、労基法の請求権の

時効（２年）にかからない０４年１０月以降の計２４８回分を割増賃金の対象とした。 
 原告らは、緊急時に備えて自宅待機する「宅直制度」も割増賃金の対象になると主張したが、坂倉裁

判長は、宅直については、医師らの自主的な取り決めとして、割増賃金の対象と認めず、請求を退けた。 
 奈良県の武末文男健康安全局長は「判決文を詳細に見たうえで、対応を検討したい。厳しい労働環境

で頑張っているのは認識している。これまで医師の志に甘えていた」と話している。 
 
医師の当直 夜間や休日の勤務のこと。宿直（夜勤）、日直（休日勤）の総称で、労働基準監督署の基

準では、医師の場合、病室の定時巡回など軽度で短時間の業務と定義される。時間外、休日労働の割増

賃金ではなく、割安な手当が支給されることが常態化している。 
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